
相談の際にお持ちいただきたい資料

相談の際に次の資料をお持ちいただけると，戸籍記載のための手続をより具体

的にお伝えすることができます（資料がない場合であっても，相談は可能です。）。

○ 無戸籍の方が住民票に記載されている場合は，その住民票の写し

○ 母が戸籍に記載されている場合は，無戸籍の方の出生時の母の戸籍又は除籍

の謄本等

○ 母子関係のあることを証する資料

（例：①医師，助産師等が発行した出生証明書，②母子健康手帳，③幼稚園，

保育園等に入園していたときの記録，小学校等の在学証明書等，④母子が

共に写っている写真）
















































